
市民の皆さんからの質問

Ｑ１　町内会に入っていないのですが、回収は行ってくれますか？

Ａ１　｢集団資源回収｣は市民協力団体が自主的に行う取組です。

　　　詳しくは回収を行う町内会や自治会などの団体にお問い合わせください。

Ｑ２　アパートの２階に住んでいます｡｢戸別回収｣では玄関先に出して良いのですか？

Ａ２　集合住宅では､基本的には１階の敷地内にまとめて出してください。

　　　(集積場所については､登録回収事業者とご相談ください)

市民協力団体の方からの質問

Ｑ３　回収するものが変わるのですか？

Ａ３　回収するものは団体と登録回収事業者の協議で決まります｡

　　　(奨励金の対象となるものは広報ちとせ７月号をご覧ください)

Ｑ４　個人で参加したいのですが、登録はできますか？

Ａ４　個人での登録はできません。登録できるのは、町内会・　

　　　自治会･老人クラブなど営利を目的としない市民団体です｡

Ｑ５　資源庫回収と戸別回収を併用することはできますか？

Ａ５　登録回収事業者との調整により可能です。

Ｑ６　資源物の回収量にあわせた奨励金はどのように交付される

　　　のですか？

Ａ６　奨励金は７、10、１、４月の年４回交付します。交付を受

　　　けるには、財団への実績報告と交付申請が必要です｡　　

　　　交付を受ける月の20日までに書類を提出してください｡

　　　(奨励金に関わる書類などは５年間保存してください)
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新しい｢集団資源回収」について、皆さんからの質問にお答えします

市民の皆さんへのお願い

　10月以降、財団が作成し

ていた｢資源回収カレンダー｣

と、市が発行する｢市民カレ

ンダー｣に集団資源回収日の

記載はなくなります。

　回収方法や日程などは、

地域の市民協力団体に確認

してください。
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。

　以前は町内にいくつかの回収拠点を

決めて資源物を集めていましたが、町

内会の会員も高齢の方が多くなり「冬場に行う拠点の除雪や

資源物の積み込みは大変」という声があがっていました。そ

のため、町内会で話し合い、独自に回収事業者と直接契約し

て「戸別回収」に変えました。現在は毎月１回決められた日に、

各家庭の玄関先へ出された資源物を事業者が回収しています。

　家の目の前に出すので、皆さんきちんと分別をされていま

す。結果として資源回収への意識が高まるきっかけになり、

資源物の回収量も少しずつ増えています。また、資源物が回

収日に出されていることは、ひとり暮らしの高齢の方などが

元気でいることの確認にもつながります。

　今後は回収の日程を増やしたいと考えています。町内会の

希望にあわせて、回収事業者と直接交渉ができることは新し

い仕組みの大きな利点です。これからも活発に意見を交換し

て、より良い方法に変えていきたいと思います。

２年前から｢戸別回収｣に取り組む
信濃２丁目町内会

会長　井
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※
新
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い
る

団
体
に
も
必
要
な
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続
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